
                                           

                                                                                                                                  

 久喜市男女共同参画行動計画（第１次） 
““女女
ひ と

とと男男
ひ と   ととももにに輝輝くく共共生生ププラランン””  

（概要版） 平成２４（２０１２）年度 ～ 平成２９年（２０１７）年度  
市の花 コスモス 

市では、男女が互いを認め合い、共にいきいきと個性と能力を発揮し、自らの意思によりあらゆる 
分野に対等に参画でき、共に責任を分かち合う、男女共同参画社会の実現をめざすため、「久喜市

男女共同参画を推進する条例」に即した計画を策定しました。 
男女共同参画社会が実現すれば、次のような暮らしやすい社会になります。 

 

   
男女共同参画の推進 
久喜市 

計画の７つの基本理念   ○基本理念１ 男女の人権の尊重   男女が、性別による差別的な扱いを受けることなく、個人として尊重され、能力を発揮 

する機会が確保されること 

 

 ○基本理念２ 男女の主体的な活動選択及び参画できる環境の確保 
  男女が、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、自らの意思に 

より様々な活動を選択し、主体的に参画できる環境が確保されること 

 

 ○基本理念３ 男女の政策・方針決定過程への共同参画機会の確保   市における政策又は事業や地域の活動における意思決定の場に男女が共同して参画する 

 機会が確保されること 

 

 ○基本理念４ 家族を構成する男女の、家庭及びその他の社会生活活動への対等な参画促進   子育てや介護などの家庭生活における活動と仕事などの社会生活における活動に、男女 

 が対等に参画できるようにすること 

 

 ○基本理念５ 性別による暴力の根絶 
  性別による暴力（配偶者等に対する暴力やセクシュアル・ハラスメントその他の性別に 

 よる暴力）が正しく認識され、そのような暴力が速やかに根絶されること 

 

 ○基本理念６ 男女の性と生殖に関する健康と権利に対する配慮 
  妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について、男女それぞれの意思が尊重され、 

 生涯にわたり男女が健康な生活を営むことについて配慮されること 

 

 ○基本理念７ 国際的な動向への配慮 
  男女共同参画の理念形成については、国際的な動向も視野に入れること 

 
市の木 イチョウ 

重点的施策  Ⅰ 男女共同参画の視点に立った啓発活動の充実  Ⅱ 家庭生活とその他の社会生活活動の両立支援  Ⅲ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進  Ⅳ 性別による暴力の根絶 家族みんなが協力し

て、家事、子育て、

介護などを行い、家

族としての役割を果

たしながら、いきい

きと生活します  

男女とも仕事と家

庭を両立させるこ

とができる働きや

すい職場環境が整

い、一人ひとりが個

性と能力を十分に

発揮し、いきいきと

活躍します 

職場では 

それぞれのライフス

タイルに応じて、地域

活動やボランティア

活動などに主体的に

関わり、あらゆる年代

層の男女で地域を担

う地域社会をつくり

ます  

一人ひとりが個性

と能力を発揮し、

社会で活躍できる

よう、性別に関わ

りなく男女とも多

様な学習機会と選

択が確保されます  

家庭では 
 

地域では 教育の場では 
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計画の基本目標 
基本目標Ⅰ 男女の人権を尊重したまちづくり 

男女の人権が尊重された社会を築くためには、一人ひとりの多様性を理解し、人権の意義や重要性を 

認識することが重要です。 

 さらに、男女が互いの性を正しく認識し、生涯にわたり健康な生活を営むこと、妊娠、出産など女性 

自身の特有な課題に対応しながら、性と生殖に関する事項について男女の相互の意思が尊重されること 

も男女共同参画社会の形成のために不可欠なことです。 

課題１ 人権擁護の推進   ①人権尊重意識の啓発及び人権擁護活動の推進  ②性教育の充実 

課題２ 生涯を通じた健康支援 
  ①健康づくりの推進 

課題３ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利への配慮 

  ①生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の普及と啓発 

基本目標Ⅱ 男女共同参画の意識づくり   無意識のうちに身についてしまった性別による役割分担意識に気付き、性別による生き方ではなく、 

自分らしく生きていくために、男性、子どもにとっての男女共同参画という視点から男女共同参画を 

捉えた意識啓発を広報や啓発活動により積極的に行います。 

課題１ 男女共同参画を推進するための啓発活動の充実 
  ①あらゆる機会を活用した啓発活動の強化・推進  ②男女共同参画を推進する団体等との協働 

   体制の推進 

課題２ 男女共同参画に関する調査・研究の推進 

  ①男女共同参画に関する調査・研究と情報の提供 

課題３ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進 
  ①男性にとっての男女共同参画の推進  ②子どもにとっての男女共同参画の推進 

課題４ 国際社会に対する理解 
  ①国際理解の推進と外国人に対する支援と情報提供等 

基本目標Ⅲ 男女平等を推進する教育・学習の環境づくり 
  性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、人権尊重を基盤とした男女平等観を形成、促

進する基礎として、男女平等を基本にした教育の果たす役割は大きく、教育の場や家庭、地域、

職場などのあらゆる分野において、相互の連携を図りつつ、男女平等を推進する教育・学習の充

実を図ることが必要です。 

課題１ 保育所・幼稚園・学校における男女平等教育の推進 
   ①教育の場における男女平等教育の推進  ②指導者に対する男女平等意識の啓発  

課題２ 生涯を通じたジェンダーの視点をもった平等教育の推進 
   ①若い世代におけるジェンダーの視点をもった平等教育の推進  ②生涯におけるジェンダーの 

    視点をもった平等教育の推進 

基本目標Ⅳ あらゆる分野に男女が共同参画できる体制づくり 
  男女共同参画の推進には、男女が、個人としての尊厳が重んぜられ、性別による差別的な取り扱

いを受けることなく、個人として能力を発揮できる機会が確保され、自らの意思によって家庭や地

域、職場などのあらゆる分野に参画できる社会環境をつくることが必要です。 

課題１ 政策・方針決定の場における男女共同参画の推進 
   ①行政委員会及び審議会等における男女共同参画の推進  ②行政における女性職員の職域 

    拡大と管理職への登用推進 

課題２ 職場における男女共同参画の推進 
   ①男女がともに能力を発揮できる職場環境づくり  ②女性がチャレンジできる環境づくり 

    への支援 

課題３ 地域・社会活動における男女共同参画の推進 
   ①男女がともに担う地域社会づくりの推進  ②新たな取り組みを必要とする男女共同参画の 

    推進  ③防災における男女共同参画の推進  ④地域リーダーへの女性のチャレンジ支援 

課題４ 家庭における男女共同参画の推進 
   ①家庭生活における男女共同参画を推進する啓発活動の充実  ②男性の家事、育児、介護 

    への参加支援 

基本目標Ⅴ あらゆる世代の男女が安心していきいきと生活できる環境づくり 
  少子高齢化の現状を踏まえ、男女が安心していきいきと生活できるよう子育てと介護の支援をすると

ともに、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進を支援し、さまざまな施策を推進しま

す。また、男女共同参画社会を実現するために、男女共同参画の視点に立った環境を整備し、互いに支

えあい誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりを進めます。 

課題１ 家庭生活とその他の社会生活活動の両立支援 

   ①子育てと介護への支援  ②仕事と家庭の両立（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

課題２ 男女が安心して暮らせる環境づくり 

   ①男女共同参画の視点にたった環境の整備  ②安心して暮らせる地域づくり 

基本目標Ⅵ 性別による暴力のないまちづくり 【ＤＶ防止及び被害者支援に関する計画とした位置づけ】   配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下「ＤＶ」という。）は、犯罪ともなる行為を
含む重大な人権侵害であり、身体的暴力のみならず、精神的暴力、性的暴力、言葉による暴力も含まれ

ます。 

  配偶者に該当しない交際相手からの暴力についても対応し、被害者の子ども等の安全確保も含め、ＤＶ

根絶に向けた施策を推進します。 

課題１ 性別による暴力の根絶に向けた啓発 

   ①配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発及び被害者への対応  ②性別による暴力の根絶に向け 

    た啓発  ③若年者に対する予防啓発の推進 

課題２ 被害者の相談体制と支援体制の充実 

   ①被害者のための相談体制の充実  ②早期発見のための支援体制の充実 

課題３ 関係機関との連携協力 

   ①庁内及び庁外の関係機関との連携  ②外国人、高齢者、障がい者への支援 

    と連携協力  ③地域、職場、学校等における被害者への支援と連携協力 

  
女性に対する暴力根絶 

のためのシンボルマーク 
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